
麟
究
の
柔

欧
未
人
の
書
け
る
騒
ホ
史
の
栞

第
三
、
特
殊
・
史
の
部
（
績
〉

　
法
刷
史
に
画
す
る
も
の
に
就
い
て
は
、
前
図
に
遍
べ
た

も
の
、
外
に
も
短
編
が
あ
る
が
、
何
れ
も
特
殊
の
興
味
も

惹
く
に
足
う
る
も
の
で
は
な
い
。
但
、
近
く
大
正
入
年
に

ウ
ェ
イ
ン
ラ
イ
ト
氏
が
、
「
入
の
支
配
よ
り
法
の
支
配
に
向

ふ
鷺
本
の
上
達
」
を
論
せ
る
は
（
U
び
ω
・
郎
≦
9
冒
お
窪
．

へ
．
智
鵠
謬
”
。
。
日
§
葱
瓜
8
時
。
ヨ
臼
。
因
灯
げ
。
h
頴
誘
。
霧
δ

導
。
閃
昆
o
o
州
い
蜜
く
・
、
、
8
｝
ω
鳥
．
＜
〇
一
聯
、
図
び
く
芦
ら
も
）

當
時
我
國
に
於
て
日
本
の
就
會
問
題
勢
働
問
題
に
陶
し
、

亡
者
實
際
家
が
難
文
の
國
藩
論
及
び
家
族
主
義
の
立
場
よ

　
　
　
第
八
谷
　
　
研
究
の
栞
　
　
鰍
兼
人
の
書
け
る
日
本
吏
の
栞
ハ
第
七
面
）

（
第
七
回
目

激
響
牧

健

二

b
、
之
を
、
灌
利
義
務
の
問
題
こ
す
る
こ
ε
を
好
ま
ざ
る

傾
向
あ
る
を
述
べ
て
、
問
題
の
考
へ
方
が
西
洋
人
ε
大
に

異
な
る
を
注
意
し
て
居
る
Q
日
本
で
は
古
着
支
那
に
於
る

と
同
軸
に
、
或
個
入
に
封
ず
る
服
從
の
滋
藤
が
登
達
し
て

居
た
が
、
西
洋
に
て
は
就
會
に
封
ず
る
悟
入
の
陶
係
が
認

め
ら
れ
、
就
會
の
意
思
が
個
人
聞
の
關
係
に
影
響
す
る
。
從

っ
て
写
角
ご
は
元
來
魁
會
の
承
認
を
得
て
個
人
が
行
動
し

得
べ
き
能
力
を
言
ふ
の
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
偏
見
が
あ

っ
て
権
利
ご
利
己
主
義
ビ
は
結
び
つ
け
て
考
へ
ら
れ
て
居

る
。
そ
れ
故
田
本
で
は
権
利
義
務
に
依
る
法
律
上
の
關
係

を
以
て
す
る
ビ
き
は
、
．
勢
働
者
ビ
資
本
家
貫
の
聞
に
存
す

　
　
　
　
　
　
　
纂
二
號
　
　
　
九
三
　
（
二
七
五
）



　
　
　
第
八
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
隊
来
人
の
嘗
け
る
日
本
更
の
栞
（
第
七
圓
）

る
歴
史
あ
る
家
族
主
義
的
な
同
情
關
係
が
破
ら
れ
る
ご
考

へ
ら
れ
て
居
る
。
併
し
法
の
支
配
は
人
の
支
配
よ
b
も
必

然
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
目
本
の
覇
毒
し
つ
、
あ
る

魁
會
状
態
は
盆
秘
法
の
支
配
を
必
要
ご
す
る
時
勢
に
在
る

束
洋
で
は
古
学
君
子
人
の
支
配
が
重
ん
せ
ら
れ
、
西
洋
で

は
法
律
の
支
配
が
貴
ば
れ
て
居
る
が
、
爾
者
は
相
件
ふ
べ

き
も
の
で
，
秩
序
が
法
律
に
依
っ
て
維
持
せ
ら
れ
、
進
歩

が
思
子
入
に
依
っ
て
確
實
に
さ
れ
る
こ
ご
が
望
ま
し
い
の

で
あ
る
ご
説
か
れ
て
居
る
。
依
っ
て
知
ら
る
、
が
如
く
、
氏

の
論
に
も
亦
胴
に
創
見
が
あ
る
繹
で
は
な
い
ご
共
に
、
其

説
く
、
所
は
梢
々
徹
底
を
訣
き
且
籐
り
に
簡
軍
で
あ
る
〇

　
　
　
二
、
其
他
の
懸
殊
実
に
團
穿
る
も
の

　
右
に
法
制
史
の
場
合
に
述
べ
た
慌
に
他
の
部
分
の
特
殊

史
を
も
、
同
楼
の
程
度
で
細
説
す
る
に
は
最
早
此
栞
に
於

て
は
、
典
繋
累
が
な
い
か
ら
、
叢
に
は
夫
等
各
部
の
中
の

重
な
る
も
の
、
み
を
掲
げ
、
其
れ
に
附
加
し
て
他
の
同
種

類
の
著
述
に
言
及
す
る
こ
ご
、
し
π
Q

序
説
に
て
蓮
べ
し
所
で
あ
る
が
、

益
す
る
も
の
は
心
術
的
に
興
昧
多
く
、
近
代
の
政
治
に
關

す
る
も
の
は
磯
際
上
の
興
味
を
惹
く
も
の
多
き
は
、
問
題

の
性
質
や
問
題
に
饗
す
る
關
心
の
度
合
の
相
違
に
よ
る
當

然
の
事
理
で
あ
る
ビ
言
へ
や
う
。
マ
ク
ラ
レ
ン
氏
明
治
時

代
政
治
史
の
如
き
も
、
學
衛
上
の
み
な
ら
す
實
際
上
の
興

味
を
惹
く
こ
ご
多
き
も
の
で
あ
る
。

　
臼
本
近
代
の
政
治
史
を
回
顧
し
政
府
の
詫
言
を
述
べ
國

民
の
野
心
を
説
明
し
て
、
以
て
口
説
の
政
治
が
如
何
な
る

も
の
で
あ
る
か
に
製
し
，
正
確
な
る
判
断
を
慨
す
に
就
て

本
質
的
に
必
要
な
る
二
食
を
提
供
す
る
に
営
む
る
は
、
此

　
　
　
　
　
　
　
第
ご
　
號
　
　
　
　
・
九
開
門
　
（
二
七
山
ハ
）

　
　
盤
面
ヶ
謬
ン
愚
蒙
鐸
代
黒
塗
L

　
　
乏
・
乏
・
寓
畠
・
・
羨
ポ
．
弓
。
臣
。
ρ
一
震
無
。
莞
o
h
智
ヤ

　
　
9
・
昌
曾
昏
碗
夢
。
嵩
Φ
こ
凶
団
鑓
》
H
◎
。
籍
1
も
霜
．
と

　
西
洋
人
に
依
り
田
本
の
歴
史
が
如
何
に
理
解
さ
れ
て
居

る
か
ご
言
ふ
と
ビ
は
、
輩
に
土
古
上
の
興
昧
あ
る
の
み

な
ら
す
，
實
際
上
の
興
味
を
惹
く
も
の
な
る
こ
ご
、
初
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
般
に
古
代
の
文
化
に



書
に
於
て
二
障
ご
さ
れ
た
駈
で
あ
る
ご
言
ふ
Q
そ
し
て
實
　
　
ご
道
徳
、
改
造
時
代
の
格
調
等
の
各
章
に
於
て
、
日
本
も
・

際
土
の
問
題
ビ
し
て
、
民
は
日
本
の
政
治
を
批
齢
し
て
、
　
　
現
時
の
政
治
的
制
度
の
曇
達
ビ
、
天
皇
元
老
橿
密
院
内
閣

そ
は
内
政
外
交
共
に
叫
定
の
主
義
の
表
は
れ
で
は
な
い
　
　
議
會
及
び
官
僚
等
の
樫
力
者
に
依
っ
て
行
は
る
、
勢
力
が

こ
ピ
を
注
意
し
、
且
撃
放
綻
な
行
蔵
は
減
少
す
る
こ
ご
な
　
　
起
り
た
る
所
以
を
説
い
た
。
此
時
代
の
研
究
資
料
ご
し
て

く
、
却
っ
て
増
大
し
行
く
傾
あ
り
て
、
之
が
救
濟
は
日
本
　
　
氏
は
先
に
「
日
本
政
府
の
記
録
」
ご
言
ふ
史
料
集
を
書
い
て

人
皆
に
支
配
者
た
る
書
入
階
級
の
シ
・
ー
ビ
ニ
ズ
ム
が
衰
　
居
る
。
即
ち
｝
9
B
昌
…
。
Ω
。
毒
毒
窪
U
。
。
羅
・
醤
（
6

へ
ね
ば
不
可
能
で
あ
る
ご
云
ふ
確
信
を
抱
い
た
ご
言
っ
て
　
　
》
・
ψ
ト
〈
。
一
・
×
属
が
．
も
H
轟
）
ε
話
す
る
も
の
で
あ
っ
て

居
る
。
一
入
六
七
年
師
ち
慶
癒
三
年
の
大
政
奉
還
の
あ
り
　
　
法
倉
全
書
、
明
治
史
要
、
智
℃
碧
乏
①
卑
ぐ
自
毘
、
及
び

し
年
よ
り
、
一
九
＝
一
年
郎
ち
明
治
四
十
五
年
の
明
治
天
　
　
政
府
の
翻
繹
愚
書
の
中
よ
り
鐸
毘
し
抽
記
し
て
編
纂
せ
ら

皇
崩
御
の
年
ま
で
を
明
治
時
代
こ
な
し
、
之
を
一
入
九
〇
　
　
れ
、
之
を
王
冠
復
古
，
改
造
の
二
期
に
分
類
し
、
主
ビ
し

年
即
ち
朋
治
ニ
ナ
ニ
年
嵩
國
議
會
開
設
の
年
を
以
て
、
二
　
　
て
社
交
の
類
を
牧
め
た
も
の
で
め
る
が
、
附
録
ε
し
て
、

蔀
に
分
ち
篭
前
者
を
改
造
時
代
（
日
訂
夘
。
8
ま
貯
琴
鳥
8
　
　
憲
法
制
定
促
進
運
動
や
之
が
禁
座
に
關
冠
せ
る
演
説
、
新

蒙
・
δ
儀
）
ご
し
、
後
者
を
議
會
制
度
（
癖
・
団
・
落
雪
隻
幾
）
・
　
聞
記
事
、
記
録
等
を
載
せ
、
諸
腱
に
略
註
が
附
せ
ら
れ
て

閃
飢
σ
q
闘
8
0
）
ご
呼
ん
で
居
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
居
る
。

　
第
一
部
改
造
時
代
（
譲
1
ゆ
o
O
＞
は
、
王
政
復
古
蓮
動
、
　
　
　
第
二
部
議
會
制
度
（
ゆ
8
一
も
。
謡
）
は
議
會
開
設
後
の
四
年

勤
王
常
…
の
政
略
、
封
建
制
度
の
肝
属
、
新
政
府
ご
其
批
鋼
　
　
問
、
日
清
戦
役
、
軍
送
主
義
定
藩
閥
政
府
、
日
露
殿
爾
、

・
申
越
及
び
地
方
政
府
の
改
造
、
代
議
制
摩
伽
の
登
生
、
政
局
　
　
亜
細
亜
大
陸
に
誹
る
日
本
、
朋
治
時
代
の
終
結
、
及
び
H

　
　
　
第
八
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
欧
来
人
の
害
け
る
日
本
吏
の
栞
（
畑
七
圓
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
九
五
　
（
二
七
七
）



第
八
谷
　
　
　
研
岡
究
の
莱
　
　
　
欧
米
人
の
漁
“
け
る
鮨
口
本
奥
の
栞
（
第
七
国
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ご
　
號
　
　
　
　
・
九
山
ハ
　
（
二
七
八
）

本
の
政
治
組
織
の
糠
雨
に
分
だ
れ
、
日
本
の
議
會
政
治
の

登
熟
を
親
察
し
、
政
務
一
呑
内
部
の
軋
礫
及
び
寡
頭
政
治

内
閣
ざ
の
紛
争
を
説
く
ε
共
に
、
寡
頭
政
治
の
中
に
軍
國

山
王
義
が
起
つ
た
こ
ご
を
四
五
べ
た
Q

　
我
國
の
議
會
政
治
の
由
摩
及
び
其
罵
声
を
説
く
こ
ご
は

訳
書
の
主
要
な
る
部
分
を
爲
し
て
居
る
が
、
氏
に
依
れ
ば

．
日
本
に
総
て
議
會
制
度
趨
り
た
る
は
、
産
血
が
同
時
に
行

政
部
の
上
に
勢
力
を
有
す
る
こ
ご
な
く
し
て
、
立
法
部
の

支
配
を
完
成
し
た
る
織
を
注
意
す
べ
く
、
其
失
敗
な
る
事

は
恰
も
十
重
世
紀
以
前
に
於
け
る
英
國
の
憲
法
史
に
於
る

と
同
楼
で
あ
る
。
英
國
に
於
て
は
十
五
世
紀
の
絡
に
至
り

チ
ュ
ー
ド
ル
王
朝
が
立
ち
て
よ
り
行
政
部
の
専
制
時
代
が

震
り
、
ス
チ
ュ
ァ
ー
き
王
朝
が
王
位
を
蓬
は
る
、
ま
で
は

此
面
制
時
代
が
轟
い
た
が
、
斯
る
憲
政
の
道
轄
は
、
十
三

世
紀
の
絡
に
於
て
封
建
制
度
の
磨
撞
の
上
に
、
除
う
に
早

く
代
議
制
度
が
創
設
せ
ら
れ
π
る
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

師
ち
王
の
勢
力
が
＋
分
爽
蓬
す
る
に
至
ら
ざ
る
か
、
又
は

國
家
の
事
務
に
關
し
て
國
民
の
興
昧
が
未
だ
民
主
納
政
府

を
擁
護
す
る
に
足
る
だ
け
に
厳
達
し
て
み
な
い
時
代
に
早

く
も
代
議
制
度
が
採
用
さ
れ
π
が
爲
で
あ
っ
て
、
其
結
果

ヘ
ン
ソ
ー
七
世
の
時
に
は
立
法
部
に
面
す
る
議
會
の
支
配

力
は
完
全
に
襲
達
し
た
る
に
拘
ら
す
、
同
時
に
宥
下
部
に

鋤
し
て
は
議
會
は
全
く
無
力
ご
な
り
、
チ
ュ
ー
ド
ル
王
朝

の
行
政
的
支
配
力
は
先
例
を
超
え
て
強
大
に
赴
き
、
三
時

の
議
會
は
王
の
命
の
儘
に
從
つ
た
が
、
十
七
世
紀
に
至
っ

て
か
ら
反
動
が
処
り
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
王
朝
の
悲
惨
な
る

末
路
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
◎
日
本
に
於
て
も
之
ε

同
様
で
あ
っ
て
、
代
議
制
度
が
探
用
せ
ら
れ
た
る
時
、
同

時
に
一
方
で
は
、
行
政
部
の
樺
威
は
紳
授
の
灌
に
よ
っ
て

統
治
せ
る
て
ふ
天
皇
に
翻
し
て
責
任
を
有
す
る
官
僚
の
掌

中
に
存
し
て
ゐ
π
か
ら
、
國
民
議
會
は
立
法
を
籍
し
得
る

も
、
行
政
部
を
支
配
す
る
こ
置
が
上
脇
な
か
っ
た
。
明
治

時
代
を
通
じ
て
官
僚
ご
愈
愈
ε
の
間
に
調
和
が
あ
っ
陀
の

は
垢
面
に
は
民
主
主
義
の
傳
統
乏
し
き
に
反
し
、
天
皇
の

垂



淋
椹
に
甥
す
る
信
仰
固
か
り
し
爲
め
で
あ
っ
て
、
官
僚
政
　
　
な
鍵
化
に
依
り
て
の
み
、
一
履
進
歩
し
得
べ
き
状
態
こ
な

治
大
に
榮
え
た
の
は
、
恰
も
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
時
代
又
は
ヂ
　
　
つ
て
居
れ
。
薩
長
の
藩
閥
に
依
る
寡
頭
政
府
は
、
同
意
椹

工
ー
ム
ス
一
世
の
時
代
に
封
比
せ
ら
れ
得
る
。
併
し
｝
八
　
　
を
國
民
の
代
表
者
に
與
へ
つ
、
、
行
政
上
の
動
力
を
興
へ

八
九
年
号
立
て
ら
れ
た
日
本
の
政
治
組
織
に
は
、
ス
チ
ユ
　
　
な
か
っ
た
の
で
、
失
敗
し
た
。
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
又
は
ジ

ア
ー
ト
朝
の
特
徴
で
あ
っ
だ
政
治
的
危
瞼
の
要
素
を
存
せ
　
　
八
重
ジ
三
世
の
治
世
に
於
る
二
重
政
府
が
、
英
國
に
於
て

る
こ
ε
、
少
し
も
露
な
き
所
で
あ
る
ε
共
に
、
英
國
が
十
　
　
既
に
失
敗
し
た
る
ご
同
様
の
失
敗
が
、
更
に
日
本
に
於
て

入
世
紀
に
於
て
目
撃
せ
る
如
き
政
治
上
憲
法
上
の
鍵
化
が
　
　
繰
返
さ
る
、
ご
云
ふ
愚
を
演
じ
π
○
伊
藤
は
明
治
の
初
年

日
本
に
於
て
準
備
せ
ら
れ
つ
、
あ
る
こ
ご
を
否
み
難
い
◎
　
　
に
於
て
は
内
政
上
の
改
革
や
改
造
の
技
価
を
賞
揚
せ
ら
れ

併
し
責
任
内
閣
の
實
現
が
革
命
的
行
動
に
よ
っ
て
決
行
さ
　
　
る
で
あ
ら
う
が
、
莫
國
の
失
敗
の
前
例
を
省
み
な
い
で
ピ

れ
る
や
う
な
こ
ビ
は
あ
る
ま
い
。
蓋
し
天
皇
の
政
治
は
紳
　
　
ス
マ
ル
ク
の
成
功
を
學
ば
ん
こ
し
て
、
一
八
八
九
年
の
憲

授
の
灌
に
適
し
て
固
い
信
仰
を
有
し
な
い
し
、
主
こ
し
て
　
　
法
を
作
っ
た
こ
ご
、
、
　
一
入
九
四
年
に
支
那
交
職
を
開
始

國
燈
に
關
し
て
露
命
の
論
を
旺
ん
に
培
養
し
て
丁
令
を
牧
　
　
し
て
國
民
の
注
意
を
醇
風
促
進
の
問
題
よ
り
外
に
縛
せ
し

め
て
居
た
寡
頭
政
府
は
、
長
州
薩
摩
の
二
派
に
分
れ
て
内
　
　
め
た
る
こ
ご
、
に
よ
っ
て
否
難
さ
れ
る
で
あ
ら
う
○
（
匿
？

証
を
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
（
這
⑩
一
感
b
っ
）
　
　
　
　
　
　
醤
O
）

始
め
議
會
開
設
後
の
四
年
聞
は
議
會
政
治
に
冒
す
る
紛
　
日
清
戦
灘
は
天
七
三
年
以
來
休
止
し
て
居
た
軍
國
主

孚
が
絶
え
ず
起
っ
て
、
一
入
九
四
年
に
は
責
任
内
閣
に
樹
　
　
義
を
再
興
し
た
。
日
本
の
領
土
を
ア
ジ
ア
大
陸
に
籏
張
す

す
る
箏
に
及
ば
ん
こ
し
、
日
本
の
政
局
は
制
度
上
の
急
激
　
　
る
ビ
言
ふ
國
民
の
虚
榮
3
5
に
満
足
を
臓
ふ
る
や
、
政
府
に

　
　
　
第
入
谷
　
　
研
究
の
栞
　
　
由
来
人
の
懲
け
ろ
日
本
史
の
栞
（
第
七
飼
）
　
　
‘
一
5
脱
　
　
　
第
ご
號
．
に
ザ
ド
九
七
　
（
二
七
九
）



、
図
入
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
欧
米
人
の
書
け
ろ
口
本
史
の
栞
（
第
七
麺
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
九
入
　
（
二
入
○
）

署
す
る
批
難
は
難
を
ひ
そ
め
、
責
任
内
閣
を
求
め
、
藩
閥

を
倒
さ
ん
ご
し
、
財
政
及
び
行
政
の
改
革
を
要
求
せ
る
、

繰
返
し
現
は
れ
摩
れ
る
政
府
に
醤
す
る
反
封
は
、
饗
支
外

交
の
爲
に
地
位
を
譲
り
、
装
本
の
憲
政
の
傾
壌
が
之
よ
う

織
綾
す
る
こ
ご
に
な
っ
た
。
（
誌
・
っ
一
器
O
）

　
抑
々
藩
閥
政
府
が
封
建
漆
黒
よ
り
謬
り
近
代
に
於
て
も

藩
の
精
棘
が
纏
績
し
た
か
ら
起
つ
た
こ
ご
は
自
然
で
あ
る

が
、
他
の
要
素
や
目
的
が
引
き
入
れ
ら
れ
な
か
つ
泥
な
ら

ば
藩
閥
は
遠
く
以
前
に
姿
を
没
し
た
で
あ
ら
う
。
然
る
に

こ
れ
が
軍
閥
ご
結
び
つ
い
て
繊
照
し
た
Q
日
本
の
政
治
の

石
化
に
於
て
は
、
凡
て
の
行
政
官
職
は
能
力
に
慮
じ
て
開

放
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
軍
事
に
精
し
て
の
み
は
、
新
軍

人
階
級
の
者
の
み
に
制
限
せ
ら
れ
た
。
而
し
て
時
の
経
過

に
つ
れ
、
こ
の
軍
人
階
級
が
行
政
部
を
支
配
す
る
に
至
少

藩
閥
政
府
は
第
一
に
軍
人
流
の
政
府
を
意
味
す
る
や
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
（
寄
“
）
か
く
て
、
日
本
の
政
治
的
組
織

が
全
然
軍
人
の
寡
頭
政
治
に
依
っ
て
支
配
さ
れ
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

明
治
の
末
年
の
歴
史
に
於
け
る
最
も
顯
著
な
る
事
實
ε
な

っ
た
。
寡
頭
政
治
は
明
治
時
代
を
蓮
じ
て
皇
民
を
治
め
た

が
一
入
入
畑
年
ま
で
は
中
央
及
び
地
方
の
政
治
機
關
の
登

達
が
、
支
配
者
流
の
聖
な
る
興
昧
で
あ
っ
た
け
れ
ご
も
、
憲

法
及
び
其
他
の
組
織
法
を
制
定
し
て
輿
論
が
國
會
事
務
を

支
配
し
得
る
下
々
を
定
む
る
や
、
文
治
的
寡
頭
政
治
が
完

成
さ
れ
た
〇
一
八
九
〇
年
に
議
會
開
設
さ
れ
し
時
、
日
本

は
國
民
的
政
治
に
つ
く
か
、
叉
は
寡
頭
政
治
家
の
勢
力
を

繊
績
せ
し
む
る
か
、
二
つ
の
途
の
舜
岐
黙
に
立
っ
て
居
た

の
で
あ
る
が
、
開
設
後
四
年
間
に
伊
藤
の
立
て
た
諸
制
度

は
實
行
で
き
難
い
こ
ご
が
謹
告
せ
ら
れ
、
全
く
行
き
詰
り

に
な
る
や
、
山
縣
松
方
及
び
伊
藤
の
如
き
最
も
勢
力
あ
る

寡
頭
政
治
家
が
諸
政
蕪
の
協
力
を
策
し
て
成
ら
ざ
り
し
後

富
民
の
注
意
を
内
政
よ
り
韓
罪
せ
し
む
る
た
め
に
、
始
め

て
支
那
に
於
け
る
軍
事
的
攻
撃
の
案
が
立
て
ら
れ
だ
。
そ

こ
で
一
入
九
四
年
以
來
は
羽
入
者
流
の
勢
力
が
著
々
ご
し

て
増
大
し
、
政
蕪
の
勢
力
は
黒
い
π
。
一
九
N
二
年
の
絡



ご
一
九
＝
二
年
の
初
に
軍
閥
に
分
裂
を
生
じ
た
時
に
於
て

す
ら
、
民
営
は
此
虚
に
乗
ず
る
こ
ご
が
出
摩
な
か
っ
た
。

　
政
蕪
が
行
政
を
支
配
す
る
に
失
敗
す
る
は
、
議
會
制
度

の
開
始
以
來
豫
点
せ
ら
れ
た
結
論
で
あ
っ
た
Q
此
制
度
の

立
案
溜
は
寡
頭
政
治
家
に
干
し
て
居
た
。
彼
等
の
精
紳
に

は
難
壁
の
政
治
原
理
が
滲
み
こ
ん
で
居
て
、
莫
國
チ
ュ
ー

ド
ル
朝
や
普
魯
西
ホ
ー
ヘ
ン
ツ
ォ
ル
レ
ル
ン
家
の
中
世
品

濃
零
度
を
學
ぶ
こ
と
に
依
っ
て
自
ら
守
っ
た
の
で
あ
る
。

（こψ

ｿ
b
g
I
Q
ゆ
の
α
）

　
明
治
蒔
代
の
議
官
制
度
の
歴
史
に
翻
す
る
マ
ク
ラ
レ
ン

氏
の
批
判
は
凡
そ
右
の
如
く
で
あ
っ
て
、
要
で
る
に
そ
れ

ヂ
は
英
國
チ
ュ
ー
ボ
〃
朝
時
代
の
失
敗
を
顧
慮
せ
す
し
て
普

魯
西
の
制
度
を
寡
頭
政
治
家
の
利
盆
の
爲
に
採
用
し
た
が

爲
に
始
め
よ
り
失
敗
し
て
居
た
が
、
日
清
戦
事
以
來
は
、

國
民
が
軍
國
圭
義
の
野
心
を
熾
ん
に
し
て
内
政
を
顯
み
な

い
や
う
に
な
っ
た
の
で
、
封
建
は
全
く
軍
人
の
寡
頭
政
治

に
盲
号
す
る
こ
ご
、
な
っ
た
こ
言
ふ
の
で
あ
る
。
な
ほ
日

　
　
　
二
士
巷
　
　
研
究
の
栞
　
　
鰍
来
人
の
書
け
ろ
日
本
史
の
栞
（
第
七
翻
）

本
の
政
治
に
於
て
は
、
元
老
も
大
臣
も
官
吏
も
議
員
も
選

暴
民
も
賄
賂
を
行
ふ
こ
ご
が
旺
ん
に
行
は
れ
て
る
て
、
大

官
は
之
に
依
り
互
萬
の
富
を
爲
し
て
居
る
ご
述
べ
、
遽
に

賄
賂
は
日
本
の
謡
講
的
制
度
で
あ
る
ご
ま
で
説
か
れ
て
居

る
。
（
Q
Q
戸
α
こ
φ
一
H
一
圃
こ
Q
O
O
一
二
壱
刈
博
　
㎏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
V
）

　
右
の
紹
介
の
中
に
も
述
べ
た
明
治
初
年
の
寡
頭
政
治
家

が
、
日
本
帝
國
の
特
色
ご
優
越
、
天
皇
が
帥
聖
で
あ
っ
て

皇
統
の
憂
世
一
系
な
る
こ
ご
な
ざ
を
、
夢
違
に
信
せ
し
む

る
や
う
に
大
に
努
力
し
た
こ
云
ふ
説
は
、
チ
ャ
ム
プ
レ
ン

氏
の
「
新
宗
敏
の
年
明
」
（
Ω
奎
昌
σ
。
誓
湯
♂
切
．
蛮
・
．
．
目
δ

同
暑
。
暮
岡
§
o
h
9
乞
9
＜
男
。
一
一
σ
q
醐
8
Ψ
と
ご
な
箪
蔓
　
O
乱
（
5

h
9
鼠
9
ポ
H
費
H
・
）
に
見
ゆ
る
Q

　　

�
}
夢
蕃
冒
本
の
嚢
婆
財
政
L

　
　
潟
●
胃
9
9
σ
q
2
気
G
p
℃
撃
。
。
＜
o
】
訂
鼠
誘
。
冨
津
睾
傷
望
－

　
　
舞
巨
郵
器
げ
讐
㌦
柳
目
。
ぜ
N
一
聯
H
O
。
り
H
・

　
右
は
シ
ュ
モ
ラ
ー
氏
刊
行
の
「
國
家
事
及
び
魁
會
學
上

の
攻
究
」
（
ω
鍔
暮
・
。
－
毎
託
。
。
o
。
芭
づ
、
望
見
。
。
。
喜
沖
同
互
冨
哨
○
巴
。
・
。
射

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
九
九
　
（
二
入
一
）



第
牛
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
敵
粋
人
の
書
け
る
目
本
更
の
栞
（
第
七
回
）
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
「
0
0
（
二
八
二
）

琵
σ
q
畠
同
】
。
調
室
σ
q
£
①
ぴ
。
一
コ
、
。
昌
9
活
写
Q
。
9
窪
。
幕
↓
）
第
十

巻
第
四
編
中
に
牧
め
ら
れ
た
も
の
で
、
主
こ
し
て
維
新
以

後
明
治
二
十
三
年
頃
ま
で
の
事
實
が
記
さ
れ
て
居
る
。
國

家
、
維
濟
、
財
政
の
三
編
に
分
ち
、
國
家
籍
食
告
。
一
H
鴇
）
に

於
て
は
徳
川
氏
の
統
治
ま
で
、
徳
川
氏
の
統
治
、
幕
府
の

没
落
、
新
秩
序
、
近
代
の
行
政
組
織
及
び
行
政
の
蟄
用
等

の
書
画
に
於
て
、
明
治
出
代
の
新
國
家
繍
織
の
成
立
を
歴
「

史
的
に
論
述
し
、
経
濟
編
（
回
気
一
州
O
）
は
経
書
生
活
の
基

礎
、
磁
只
倣
即
制
度
、
銀
行
取
引
所
…
及
び
信
用
、
交
涌
　
機
關
、
土

地
所
有
擢
、
農
業
、
他
の
原
始
産
業
、
螢
業
制
度
、
外
國

貿
易
賃
銀
及
び
質
入
等
の
諸
章
よ
b
成
り
、
財
政
編
（
蕊

も。

皷
ｷ
↓
）
は
新
時
代
に
為
る
殿
政
制
度
の
登
達
、
財
務
行

政
、
地
租
、
他
の
國
税
、
租
醗
外
の
歳
入
、
町
村
の
財
政
、

歳
出
歳
入
及
び
財
政
組
織
の
回
顧
、
國
債
等
の
諸
章
よ
り

成
り
各
章
共
に
維
新
前
の
状
態
に
も
言
及
し
つ
、
、
維
新

後
の
事
態
を
述
べ
て
居
る
。

　
此
書
の
資
料
ご
し
た
る
所
は
統
計
年
鑑
其
他
の
統
計
表

及
び
法
規
類
で
あ
っ
て
、
大
部
分
緊
緊
西
洋
入
に
よ
り
全

く
知
ら
れ
す
又
は
利
用
さ
れ
ざ
る
確
實
な
る
資
料
を
基
礎

こ
し
て
説
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
ご
共
に
、
秩
序
よ
く
備

は
り
、
科
學
的
債
値
多
き
継
室
こ
し
て
推
賑
せ
ら
る
・
、
所

で
あ
る
。

　
論
述
の
主
要
な
部
分
は
既
に
時
代
史
の
場
合
に
述
べ
た

著
者
の
書
け
る
「
近
代
日
本
の
成
立
」
（
O
δ
図
暮
。
。
滞
琵
σ
q

号
も
。
巳
。
号
葺
。
跡
冒
℃
§
）
の
中
に
見
ゆ
る
所
で
あ
る
こ
ご

は
先
に
説
け
る
が
聖
で
あ
る
。
．
箋
畿
薫
）
術
民
に

は
、
「
日
本
人
ご
其
経
濟
的
獲
蓮
」
u
δ
宣
℃
葺
・
；
拭
轡
門
。

鼠
憂
9
葺
ぎ
同
δ
二
戸
δ
惹
。
鉱
ε
面
・
ピ
憲
・
も
。
い
（
》
塁
7
里
罎

舞
山
。
塾
冨
湾
5
ε
繕
す
る
著
あ
り
、
同
宗
に
專
ら
近

代
に
於
る
我
國
の
緯
濟
及
び
財
政
を
論
じ
把
も
の
で
あ
る

　
な
ほ
経
濟
吏
に
画
す
る
蹴
米
人
の
著
述
に
つ
い
て
は
、

幅
田
博
士
の
「
日
本
経
濟
史
論
」
内
田
博
士
の
「
日
本
経
濟

　
　
一

史
の
研
究
上
懇
」
本
庄
二
士
の
「
日
本
経
濟
史
原
論
」
等
に

書
名
や
碁
風
憩
が
紬
載
せ
ら
れ
て
居
る
。
　
　
　
　
　
．


